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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電力システム用の制御システムを提供する。
【解決手段】制御システム１１６は、１つまたは複数の
電気自動車１１２を追跡把握し、前記電気自動車のバッ
テリ充電データを受信するための無線通信システム１２
０を含む。本制御システムはまた、電力システムの負荷
を検知するための負荷センサ１２４を含む。本制御シス
テムは、電気自動車のバッテリ充電データおよび電力シ
ステムの負荷データに基づいて１つまたは複数の保護素
子１１８を動作させるためのコントローラ１２２をさら
に含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
制御システムの近くの１つまたは複数の電気自動車を追跡把握し、前記１つまたは複数の
電気自動車のバッテリ充電データおよび電力システムの負荷データを通信するように構成
された無線通信システムと、
　前記無線通信システムに通信可能に接続され、前記１つまたは複数の電気自動車の前記
バッテリ充電データおよび前記電力システムの前記負荷データを受信し、前記１つまたは
複数の電気自動車の前記充電データおよび前記電力システムの前記負荷データに基づいて
前記電力システムの１つまたは複数の保護素子を動作させるように構成されたコントロー
ラと
を備えた、制御システム。
【請求項２】
各電気自動車が、前記無線通信システムへ前記１つまたは複数の電気自動車のうちのそれ
ぞれ１つの前記バッテリ充電データを送信し、前記無線通信システムから前記電力システ
ムの前記負荷データを受信するように構成された自動車トランシーバを備える、請求項１
記載の制御システム。
【請求項３】
前記自動車トランシーバが、別の電気自動車へ前記電気自動車の前記バッテリ充電データ
および前記電力システムの前記負荷データを送信するように構成される、請求項１記載の
制御システム。
【請求項４】
各電気自動車が、前記電気自動車の前記バッテリ充電データを検知するように構成された
センサモジュールを備える、請求項１記載の制御システム。
【請求項５】
前記バッテリ充電データが、充電速度、充電開始時刻、および前記電気自動車のバッテリ
パック中の充電割合のうちの少なくとも１つを含む、請求項４記載の制御システム。
【請求項６】
１つまたは複数の充電ステーションをさらに備え、前記１つまたは複数の充電ステーショ
ンが、各電気自動車中に設けられた自動車トランシーバへ前記電力システムの前記負荷デ
ータを送信し、前記自動車トランシーバから前記電気自動車のバッテリ充電データを受信
するように構成されたステーショントランシーバを備える、請求項１記載の制御システム
。
【請求項７】
前記ステーショントランシーバが、前記無線通信システムへ前記電気自動車の前記充電デ
ータを送信し、前記無線通信システムから前記電力システムの前記負荷データを受信する
ように構成される、請求項６記載の制御システム。
【請求項８】
前記電力システムの前記負荷データを検知するための１つまたは複数の負荷センサをさら
に備えた、請求項１記載の制御システム。
【請求項９】
前記１つまたは複数の充電ステーションが、充電速度、充電開始時刻、および前記電気自
動車のバッテリパック中の充電の割合のうちの少なくとも１つを検知するための複数のバ
ッテリ充電データセンサを備える、請求項６記載の制御システム。
【請求項１０】
前記負荷データが、負荷電流、前記電力システムによって給電された電力、力率、および
負荷電圧のうちの少なくとも１つを含む、請求項１記載の制御システム。
【請求項１１】
前記無線通信システムが、前記１つまたは複数の電気自動車のバッテリパックの現在の充
電レベルおよび前記電力システムの前記負荷データのうちの少なくとも１つに基づいて選
択した充電ステーションへ前記１つまたは複数の電気自動車を導くように構成される、請
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求項１記載の制御システム。
【請求項１２】
前記無線通信システムが、前記１つまたは複数の電気自動車および１つまたは複数の充電
ステーションのうちの少なくとも１つへ適切な充電速度を通信するように構成される、請
求項１記載の制御システム。
【請求項１３】
前記１つまたは複数の保護素子が、１つまたは複数のリクローザ、１つまたは複数の回路
ブレーカ、またはこれらの組み合わせを備える、請求項１記載の制御システム。
【請求項１４】
前記コントローラが、１つまたは複数の電気自動車の前記充電データおよび前記電力シス
テムの前記負荷データのうちの少なくとも１つに基づいて前記１つまたは複数の保護素子
の時間－電流特性を変更するように構成される、請求項１記載の制御システム。
【請求項１５】
電力システムであって、
　発電ステーションと、
　前記発電ステーションから１つまたは複数の負荷センタへ電力を送電するための送電線
と、
　当該電力システム内の１つまたは複数の場所に配置された１つまたは複数の制御システ
ムと
を備え、１つまたは複数の制御システムが、
　前記１つまたは複数の制御システムの近くの１つまたは複数の電気自動車を追跡把握し
、前記１つまたは複数の電気自動車のバッテリ充電データおよび当該電力システムの負荷
データを通信するように構成された無線通信システムと、
　前記無線通信システムに通信可能に接続され、前記１つまたは複数の電気自動車の前記
バッテリ充電データおよび当該電力システムの前記負荷データを受信し、前記１つまたは
複数の電気自動車の前記充電データおよび当該電力システムの前記負荷データに基づいて
当該電力システムの１つまたは複数の保護素子を動作させるように構成されたコントロー
ラと
を備える、電力システム。
【請求項１６】
前記無線通信システムが、前記１つまたは複数の電気自動車のバッテリパックの現在の充
電レベルおよび前記電力システムの前記負荷データのうちの少なくとも１つに基づいて選
択した充電ステーションへ前記１つまたは複数の電気自動車を導くように構成される、請
求項１５記載の電力システム。
【請求項１７】
前記無線通信システムが、前記１つまたは複数の電気自動車および１つまたは複数の充電
ステーションのうちの少なくとも１つへ適切な充電速度を通信するように構成される、請
求項１５記載の電力システム。
【請求項１８】
前記１つまたは複数の場所が、ネットワークオペレーションセンタ、前記１つまたは複数
の負荷センタ、および１つまたは複数の負荷センタへ電力を送電するように構成されたサ
ブステーションを含む、請求項１５記載の電力システム。
【請求項１９】
電力システム用の制御システムを動作させる方法であって、
　無線通信システムを介して前記制御システムの近くの１つまたは複数の電気自動車を追
跡把握し、前記１つまたは複数の電気自動車のバッテリ充電データおよび前記電力システ
ムの負荷データを入手するステップと、
　前記無線通信システムに通信可能に接続され、前記１つまたは複数の電気自動車の前記
バッテリ充電データおよび前記電力システムの前記負荷データを受信するように構成され
たコントローラを介して、前記１つまたは複数の電気自動車の前記充電データおよび前記
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電力システムの前記負荷データに基づいて前記電力システムの１つまたは複数の保護素子
を動作させるステップと
を含む方法。
【請求項２０】
バッテリパックの現在の充電レベルおよび前記電力システムの前記負荷データのうちの少
なくとも１つに基づいて選択した充電ステーションへ前記１つまたは複数の電気自動車を
導くステップをさらに含む、請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
前記電力システムの前記負荷データに基づいて前記１つまたは複数の電気自動車および前
記１つまたは複数の充電ステーションのうちの少なくとも１つへ適切な充電速度を通信す
るステップをさらに含む、請求項１９記載の方法。
【請求項２２】
前記１つまたは複数の保護素子を動作させるステップが、１つまたは複数の電気自動車の
前記充電データおよび前記電力システムの前記負荷データのうちの少なくとも１つに基づ
いて前記１つまたは複数の保護素子の時間－電流特性を変更するステップを含む、請求項
１９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書中に提示される実施形態は、一般には電力システムに関し、より詳細には電力
システム用の装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車が、最近多くの注目を集めている。電気自動車は、一般的に、バッテリパッ
クによって電力を供給される電気モータよって走行する。バッテリパック内に蓄えられた
電荷が電気自動車の通常の使用を通じて繰り返し引き出されるにつれて、電気自動車のバ
ッテリパックを再充電することが頻繁に必要になる。電気自動車のかかる充電および再充
電は、従来型の電力システムに対して技術的な課題を提起している。
【０００３】
　従来型の電力システムには、「故障」から利用者および装置を保護するための保護構造
が一般に設けられている。故障状態は、電力配線がグランドに接触することにより生じる
過大な電流が電力システムを通って流れる結果として生じる場合がある。この大電流は、
装置に損傷を与える場合があり、故障を経験する人にとって潜在的に危険である。電力シ
ステムには、電力システム内での故障状態を分離するために、回路ブレーカおよびリクロ
ーザなどの保護装置が一般に設けられている。これらの保護装置は、サブステーションお
よび電力システムの全体に配置される。回路ブレーカは、電力システムを通って送電され
る大きな故障電流を装置が検出するときに切れる、または開になるスイッチである。リク
ローザは、電力システム内の故障を分離するために使用する基本的にプログラム可能な回
路ブレーカ装置である。保護装置の動作は、電力システムを通って送電される電流および
電圧に基づく。電力システムを通って送電される電流が、所定のしきい値限界よりも大き
い場合に、保護装置は、故障が生じたことを推測することができ、故障を分離するように
動作することができる。保護装置が故障を分離するときには、運転が復帰するまで、装置
の下流側の利用者が停電することを意味する。保護装置を、所定のしきい値限界で動作す
るようにプログラムすることができる。一般的に、保護装置を時間－電流特性によりプロ
グラムする。時間－電流特性は、保護装置の動作を管理する。例えば、大きな故障電流が
、保護装置に、より早い是正措置を取らせることができ、一方で小さな故障電流が保護装
置の遅い動作という結果になるように、保護装置の時間－電流特性を設計することができ
る。
【０００４】
　通常の動作では、電気自動車の充電が、電力システムから大きな電流を引き出すことが
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ある。電気自動車が移動するので、これらの自動車の充電を、電力システム内のランダム
な地理的な場所で、ランダムな時間に行うことがある。したがって、事前にプログラムさ
れた時間－電流特性を有する保護装置が、電気自動車が充電切れになることから生じるダ
イナミックな電力要求をサポートできない場合がある。例えば、特定の地域またはゾーン
内に位置する多数の電気自動車の充電は、事前にプログラムされた保護装置に対しては故
障として現れることがある。従来型の電力システムは、負荷の増加に起因する大電流と、
故障に起因する大電流とを見分けない。これが、電力システム全体を通して不必要な電力
の供給停止という結果を生じることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７７７３３６０号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　グリッドからの電力要求にしたがってダイナミックに適合することができるシステムに
対する必要性がある。
【０００７】
　電力システム用の制御システムを提供する。本制御システムは、１つまたは複数の電気
自動車を追跡把握し、前記電気自動車のバッテリ充電データを受信するための無線通信シ
ステムを含む。本制御システムはまた、電力システムの負荷を検知するための負荷センサ
を含む。本制御システムは、電気自動車のバッテリ充電データおよび電力システムの負荷
データに基づいて１つまたは複数の保護素子を動作させるためのコントローラをさらに含
む。前記制御システムを利用する電力システムも提供する。
【０００８】
　別の一実施形態では、電力システムを提供する。本電力システムは、１つまたは複数の
発電ステーションと、１つまたは複数の負荷センタと、発電ステーションから前記負荷セ
ンタへ電力を伝送するための送電線とを含む。本電力システムは、１つまたは複数の制御
システムをさらに含む。制御システムは、１つまたは複数の電気自動車を追跡把握し、前
記電気自動車のバッテリ充電データを受信するための無線通信システムを含む。制御シス
テムはまた、電力システムの負荷データを検知するための負荷センサを含む。制御システ
ムは、電気自動車のバッテリ充電データおよび電力システムの負荷データに基づいて１つ
または複数の保護素子を動作させるためのコントローラをさらに含む。
【０００９】
　さらに別の一実施形態では、電力システム用の制御システムを動作させる方法を提供す
る。本方法は、１つまたは複数の電気自動車を追跡把握するステップと、電気自動車のバ
ッテリ充電データを入手するステップとを含む。電気自動車を追跡把握するステップは、
前記制御システム内に設けられた無線通信システムを介して実行することが可能である。
本方法は、電気自動車のバッテリ充電データおよび電力システムの負荷データに基づいて
１つまたは複数の保護素子を動作させるステップをさらに含む。保護素子は、制御システ
ム内に設けられたコントローラを介して動作させられる。
【００１０】
　本発明のこれらおよび他の特徴、態様、および利点は、添付した図面を参照して下記の
詳細な説明を読むときにより良く理解されるようになるであろう。図面では、類似の参照
符号は、図面全体を通して類似の部品を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一実施形態による例示的な電力システムのブロック図である。
【図２】電気自動車、充電ステーション、および電力システム用の制御システム間のデー
タ伝送の概略を示すブロック図である。
【図３】電力システムの回路ブレーカの時間－電流特性を示すプロットである。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書中で議論する実施形態は、電力システムの制御システムに関係する。図１は、
一実施形態による電力システム１００を図示する。電力システム１００は、電力を発生す
るように構成された発電ステーション１０２を含む。発電ステーション１０２は、ガスタ
ービン発電所、蒸気タービン発電所、原子力発電所、水力発電所などの発電施設を含むこ
とができるが、これらに限定されない。発電ステーション１０２は、分散された発電源、
再生可能発電源、およびマイクログリッド発電源を含むこともできる。発電ステーション
１０２において発生した電力を、送電線１０４を介して給電網１０３へ送電する。給電網
は、変圧器および給電線を含むことができる。給電網１０３は、負荷センタ１０６へ電力
を供給することができる。負荷センタ１０６は、典型的には、家庭内負荷設備１０８およ
び商業用負荷設備１１０を含む。家庭内負荷設備１０８は、家庭内電気機器などの家庭負
荷設備を含む。商業用負荷設備１１０は、工場、事務所ビル、病院、テーマパークなどの
商業用建物を含むが、これらに限定されない。
【００１３】
　負荷センタ１０６は、１つまたは複数の電気自動車（ＥＶ）１１２をさらに含むことが
できる。ＥＶ１１２は、バッテリパック１１３から電力を引き出す自動車である。バッテ
リパック１１３は、超コンデンサ、燃料電池などを含むこともできることに、本明細書に
おいては留意すべきできる。本明細書において開示したＥＶが、バッテリパックによって
電力を供給される電気モータである少なくとも１つ動力源を用いる、２つ以上の動力源を
有する自動車を含むことができることに、留意されたい。例えば、バッテリで電力を供給
されるモータおよび燃焼エンジンの両方を有するハイブリッド自動車を、ＥＶと見なすこ
とができる。ＥＶ１１２には、ＥＶ１１２の駆動シャフトに動力を与える１つまたは複数
の電気モータが設けられる。ＥＶ１１２の連続走行を保証するために、バッテリパック１
１３を充電する必要がある。バッテリ充電装置を設けた場所で、ＥＶ１１２はバッテリパ
ック１１３を充電することができる。そのような場所を、電力システム１００内の任意の
地理的な点とすることができる。図示した実施形態では、ＥＶ１１２は、充電ステーショ
ン１１４においてバッテリパック１１３を充電することができる。ある実施形態では、充
電ステーション１１４が、負荷センタ１０６内に含まれる場合がある。ＥＶ１１２のバッ
テリパック１１３を充電することができる任意の場所を、充電ステーション１１４と呼ぶ
ことができることを、認識することができる。ある種の実施形態では、充電ステーション
１１４を、家庭内施設または商業用施設とすることができる。
【００１４】
　電力システム１００は、電力システム１００の運転を制御するための制御システム１１
６をさらに備えることができる。制御システム１１６は、電力システム１００内の負荷バ
ランスを管理するような方法で、電力システム１００を運転する。制御システム１１６は
、システム使用量を測定し、負荷設備による将来使用量を予測し、過剰な電力システム能
力を計算し、故障を分離するために使用するエネルギー管理システム、給電管理システム
、需要－応答システム、故障検出システム、分離システム、および回復システムなどのサ
ブシステムを組み込むことができる。制御システム１１６およびそのサブシステムは、ネ
ットワークオペレーションセンタ１０１のところに中央に設置すること、サブステーショ
ン１０５などの施設のところに中央から離れて設置すること、または、例えば負荷センタ
１０６などの装置を有する電力システム１００全体にわたって分散させることができる。
制御システム１１６はまた、電力システム１００内の故障を分離するために１つまたは複
数の保護素子１１８の動作を制御する。故障は、例えば、送電線がグランドに接触するこ
とから生じることがある短絡に起因して、大電流が電力システム１００を通って流れる状
況を含む。大電流は、電力システム１００に接続された電気設備に損傷を与えることがあ
り、故障を経験する人にとって危険であることもある。制御システム１１６は、保護素子
１１８を動作させることによって故障を分離することができる。保護素子１１８は、リク
ローザ、回路ブレーカ、およびリクローザと回路ブレーカとの組み合わせを含むことがで
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きる。
【００１５】
　ＥＶ１１２の充電は、従来型の制御システムの動作では困難を引き起こすことがある。
ＥＶ１１２の充電は、電力システム１００からかなりの量の電流を引き出す。ＥＶ１１２
の充電は、電力システム１００内の様々な点のところで行われることがある。その上、多
数のＥＶ１１２が、充電のために特定の地理的な場所に密集することがあり、これによっ
て、電力システム１００上で同時に引き出される電流をさらに増加させる。従来型の制御
システムは、この引き出される電流の増加を故障と解釈する場合があり、電力システムの
心配な部分を分離するために保護素子１１８を作動させる場合がある。これが、望まれな
い停電を生じさせることがある。本明細書において説明する実施形態によれば、保護素子
１１８を動作させる際に電力システム１００がより多くの情報に基づいて判断できるよう
に、制御システム１１６を装備する。
【００１６】
　一実施形態によれば、制御システム１１６は、無線通信システム１２０、コントローラ
１２２、および負荷センサ１２４を含む。無線通信システム１２０を、給電自動化用のも
の、先端計測基盤設備、商業用セルラ電話ネットワーク、プライベート無線ネットワーク
、または本明細書中に提示された実施形態にしたがって構築された新たなネットワークな
どの、電力システム１００によって使用される既存の通信システムとすることができる。
【００１７】
　無線通信システム１２０は、ＥＶ１１２に設けられた自動車トランシーバ１２６を介し
てＥＶ１１２を追跡把握することができる。無線通信システム１２０は、自動車トランシ
ーバ１２６および無線通信システム１２０の両方の送信範囲内にある１つまたは複数のＥ
Ｖ１１２を追跡把握することができる。一実施形態では、無線通信システム１２０は、一
定の時間間隔でＥＶ１１２を追跡把握することができる。一定の時間間隔が、例えば、１
０分から６０分まで変わる場合がある。代替実施形態では、無線通信システム１２０は、
ＥＶの現在のバッテリ充電割合に基づいた時間間隔でＥＶ１１２を追跡把握することがで
きる。例えば、低いバッテリ充電量のＥＶを、頻繁にモニタすることができ、一方で、フ
ル充電に近いＥＶを、比較的長い時間間隔でモニタすることができる。代替実施形態では
、無線通信システム１２０は、自動車の運転手によって指定された所望の充電時間に基づ
いた時間間隔でＥＶ１１２を追跡把握することができる。さらに、ＥＶ１１２を追跡把握
する頻度は、無線通信システム１２０までの近接度および電力システム１００上の負荷に
依存する場合がある。無線通信システム１２０は、ＥＶ１１２の各々に設けられた自動車
トランシーバ１２６と通信することができる。ＥＶ１１２は、バッテリパック１１３のバ
ッテリ充電データを検知するためのセンサモジュール１２８をさらに有することができる
。バッテリ充電データは、バッテリパック１１３中に残っている充電量の割合、充電速度
、および充電開始時刻を含むことができる。バッテリの端子電圧が、バッテリ中に残って
いる充電量の割合を示す場合がある。充電速度は、充電電流に依存する。例えば、より大
きな充電電流は、より速い充電速度を示し、より小さな充電電流は、より遅い充電速度を
示す。自動車トランシーバ１２６は、センサモジュール１２８によって検知されたバッテ
リ充電データを受信し、無線通信システム１２０へバッテリ充電データを送信することが
できる。自動車トランシーバ１２６は、ＥＶ１１２が移動している間に無線通信システム
１２０と通信することができる。あるいは、自動車トランシーバ１２６は、自動車が停ま
っている間に無線通信システム１２０と通信することができる。無線通信システム１２０
は、ＥＶ１１２のバッテリパック１１３中の充電割合を入手するために、１つまたは複数
のＥＶ１１２と通信することができる。バッテリ充電データをコントローラ１２２によっ
て処理して、どのＥＶ１１２がバッテリパック１１３を充電する可能性が最も高いかを判
断することができる。バッテリ充電データに基づいて、コントローラ１２２は、電力シス
テム１００に対して予想される負荷電流を計算することができる。このように、コントロ
ーラ１２２は、保護素子１１８を動作させるためにより多くの情報に基づいて判断を行う
ことができる。言い換えると、コントローラ１２２は、故障に起因する電流の増加とＥＶ
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１１２の充電から生じる電流の増加とを見分けることができる。
【００１８】
　制御システム１１６は、電力システム１００上の予想される負荷電流を推定することが
できる。予想される負荷電流を、バッテリパックを充電するＥＶの数に基づいて推定する
ことができる。例えば、しきい値よりも低いバッテリ充電割合を有するＥＶがバッテリ充
電を必要とする場合があることを、定式化することができる。無線通信システム１２０は
、しきい値よりも低い現在のバッテリ充電割合を有するＥＶを追跡把握することができる
。一実施形態では、しきい値を２０パーセントとすることができる。代替実施形態では、
しきい値が、１０～４０パーセントで変化することがある。一旦、直ぐに充電する必要が
あるＥＶの数が分かると、これらのＥＶを充電するための負荷電流を推定することができ
る。コントローラ１２２は、推定した負荷電流が許容可能なしきい値内であるかどうかを
評価することもできる。負荷電流が許容可能なしきい値を超える場合には、コントローラ
１２２は、より低い充電電流をＥＶ１１２に提示することができる。コントローラ１２２
は、さらに、保護素子１１８の時間－電流特性を変えて、ＥＶ１１２の充電による負荷電
流を調節することができる。
【００１９】
　無線通信システム１２０は、充電ステーション１１４内に設けられたステーショントラ
ンシーバ１３０とさらに通信することができる。一実施形態では、自動車トランシーバ１
２６は、ステーショントランシーバ１３０へ１つまたは複数のＥＶ１１２のバッテリ充電
データを送信することができる。ステーショントランシーバ１３０は、順に、無線通信シ
ステム１２０へ１つまたは複数のＥＶ１１２のバッテリ充電データを送信することができ
る。このように、バッテリ充電データを、いずれか、自動車トランシーバ１２６から無線
通信システム１２０へ直接通信することができる、またはステーショントランシーバ１３
０を介して無線通信システム１２０へ間接的に通信することができる。別の一実施形態で
は、充電ステーション１１４は、充電ステーション１１４においてバッテリパック１１３
を現在充電しているＥＶ１１２のバッテリ充電データを入手することができる充電データ
センサ１３２を含むことができる。ステーショントランシーバ１３０は、充電データセン
サ１３２または自動車トランシーバ１２６からバッテリ充電データを受信し、無線通信シ
ステム１２０へバッテリ充電データを送信することができる。
【００２０】
　電力システム１００の負荷データを検知するために、負荷センサ１２４を使用する。負
荷センサは、負荷電流を測定するための電流変換器を含むことができる。負荷センサは、
負荷電圧を測定するための電位変換器をさらに含むことができる。負荷データは、負荷電
流、負荷電圧、電力システム１００によって給電された電力、および力率を含むことがで
きる。電力システム１００の負荷をバランスさせるために、負荷データをコントローラ１
２２によって処理することができる。例えば、電力システム１００のある一定の部分がフ
ル負荷能力またはその近くで既に動作していることを、負荷データが示す場合には、コン
トローラ１２２は、無線通信システム１２０を介して自動車トランシーバ１２６およびス
テーショントランシーバ１３０へ負荷データ（またはもう１つの信号）を送信し、過負荷
状態を避けるためにバッテリ充電を回避するように、電力システム１００のその部分に所
在する充電ステーション１１４およびＥＶ１１２に指示することができる。さらに、コン
トローラ１２２は、電力システム１００内の負荷バランスを依然として維持しながら、Ｅ
Ｖ１１２を充電することが可能である適切な充電ステーション１１４にＥＶ１１２を導く
こともできる。電力システム１００を一様な負荷に維持することによって、負荷バランス
を得ることもでき、これによって、電力システム１００の１つの部分が他の部分に対して
釣り合いを失った状態で負荷がかかる状態を回避する。
【００２１】
　負荷データの知識は、ＥＶ１１２および充電ステーション１１４への適切な充電速度の
通信を促進させることもできる。例えば、現在負荷をかけられている電力システム１００
のある部分は、小さな充電電流を支援することができるが、大きな充電量が過負荷に導く
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ことがある。かかる条件下で、無線通信システム１２０は、自動車トランシーバ１２６お
よびステーショントランシーバ１３０へ適切な充電速度を通信することができる。
【００２２】
　トランシーバ間の通信を図２にさらに図示する。ＥＶ１１２、充電ステーション１１４
、および制御システム１１６間の任意の通信が、無線通信システム１２０、自動車トラン
シーバ１２６およびステーショントランシーバ１３０を介して生じることに、留意された
い。図２を参照すると、ＥＶ１１２は、充電ステーション１１４および制御システム１１
６へバッテリ充電データ２０２を通信する。ＥＶ１１２は、充電ステーション１１４およ
び制御システム１１６から負荷データ２０４を受信することもできる。言い換えると、Ｅ
Ｖ１１２は、制御システム１１６から直接または充電ステーション１１４を介してのいず
れかで負荷データ２０４を入手することができる。充電ステーション１１４は、ＥＶ１１
２からバッテリ充電データ２０２を、制御システム１１６から負荷データ２０４を受信す
ることができる。さらに、ＥＶ１１２は、バッテリ充電データ２０２および負荷データ２
０４を交換することができる。一実施形態では、ＥＶ１１２は、１つのＥＶへバッテリ充
電データを通信することができ、１つのＥＶが、その後、制御システム１１６へＥＶ１１
２のバッテリ充電データを中継することができる。図２は、説明に役立つことを目的とし
ており、本明細書において提示した教示の範囲を限定することを目的としていないことに
、留意されたい。他の実施形態では、１つまたは複数の制御システム間の通信をそのよう
に想定することができる。また、１つまたは複数の自動車間の通信も想定される。さらに
、１つまたは複数の充電ステーションは、相互に通信することもできる。
【００２３】
　バッテリ充電データ２０２の知識は、電力システムの運用を最適化する際に有用である
場合がある。例えば、ＥＶ１１２のいずれかがバッテリ充電を必要とするかどうかを、Ｅ
Ｖ１１２のバッテリ充電データ２０２は示すことができる。制御システム１１６は、この
ように、ＥＶ１１２の累積バッテリ充電データ２０２に基づいて電力システム上の予想さ
れる負荷を効果的に推定することができる。負荷データ２０４の知識は、負荷限界まで負
荷をかけられている電力システムの部分を判断する際に役立つことがある。制御システム
１１６は、ＥＶ１１２および充電ステーション１１４へ電力システム（またはその一部分
）の負荷データ２０４または負荷状況を通信することができ、その結果、充電ステーショ
ン１１４およびＥＶ１１２は、電力システムを過負荷にさせないことができる。また、制
御システム１１６は、ＥＶ１１２へ適切な充電ステーションをならびに充電ステーション
１１４およびＥＶ１１２に対する適切な充電速度を通信することができる。適切な充電ス
テーションは、フル能力まで負荷がかかっていない電力システムのある部分に所在する充
電ステーションを含むことができる。言い換えると、適切な充電ステーションは、電力シ
ステムを過負荷にさせないでＥＶのバッテリパックを充電することができる充電ステーシ
ョンを含むことができる。同様に、適切な充電速度は、電流負荷条件が与えられると、電
力システムに過負荷がかからない充電速度を含むことができる。ＥＶを適切な充電ステー
ションに導くことによって、制御システムは、電力システム内の負荷バランスを維持する
。制御システムは、電力システムの均等な負荷を確実にし、電力システムの一部分への負
荷の集中を防止する。あるいは、充電ステーション１１４およびＥＶ１１２は、負荷デー
タ２０４に基づいて適切な充電速度を決定することができる。
【００２４】
　制御システム１１６は、負荷データ２０４およびバッテリ充電データ２０２に基づいて
、保護素子１１８の動作をさらに制御することができる。例えば、同時に多数のＥＶがバ
ッテリパックを充電する可能性をバッテリ充電データ２０２が示す場合には、制御システ
ム１１６は、保護素子１１８の時間－電流特性を変更して、ＥＶの充電に起因して故障が
検出されないように、より大きな負荷電流に適合させることができる。保護素子、具体的
には回路ブレーカの時間－電流特性を、図３に図示する。
【００２５】
　図３は、回路ブレーカの時間－電流特性を図示する。前に述べたように、保護素子は、
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回路ブレーカ、リクローザおよびこれらの組み合わせを含むことができる。図３は、Ｘ軸
に（動作値の倍数で）負荷電流を、Ｙ軸に沿って保護素子の動作の時間（秒で）を表す。
図３が、対数目盛でプロットしたグラフであることに、留意されたい。動作値は、それ以
下では保護素子が動作しない負荷電流のしきい値である。保護素子は、電力システム中の
負荷電流が動作値よりも大きい場合にのみ動作する。保護素子が動作するまでにかかる時
間が、Ｙ軸に表される。保護素子が動作するまでにかかる時間が、負荷電流の値に依存す
ることを、曲線３０２から観察することができる。例えば、図３に示したように、負荷電
流が動作電流の２倍であるときには、保護素子は２秒で動作し、負荷電流が動作電流の６
倍であるときには、保護素子は０．３秒で動作する。言い換えると、負荷電流が大きいほ
ど、保護素子の応答が速くなる。図３は、回路ブレーカの時間－電流特性を図示するが、
本明細書中に提示した教示は、リクローザの時間－電流特性に拡張することもできること
に、留意されたい。
【００２６】
　ＥＶの充電が、電力システム中の動作電流よりも大きな電流を生じさせる場合がある。
かかる状況では、制御システム１１６のない保護素子が動作し、回路の一部を分離するこ
とがある。そのような状況を回避するために、制御システム１１６は、負荷データおよび
ＥＶのバッテリ充電データに基づいて時間－電流特性を変えることができる。一実施形態
では、保護素子の動作値を、増加させることができる。代替実施形態では、時間－電流特
性を、時間座標に沿ってシフトさせることができる。例えば、曲線３０２をシフトさせる
ことができ、シフトさせた曲線を、曲線３０４によって表すことができる。曲線３０４が
、曲線３０２と比較してより長い動作時間を可能にすることを、観察することができる。
言い換えると、曲線３０４によって表された時間－電流特性にしたがった回路ブレーカは
、曲線３０２によって表された時間－電流特性にしたがった回路ブレーカよりもゆっくり
と動作し、負荷電流は同じままである。したがって、回路ブレーカの時間－電流特性を変
えることによって、回路ブレーカの動作の時間を変えることができる。時間－電流特性を
、電力システムの予測した負荷電流に応じて選択することができる。例えば、大きな負荷
電流に対して、曲線３０６を、回路ブレーカの動作を管理するために使用することができ
る。曲線３０６によって表された時間－電流特性を有する回路ブレーカの動作の時間が、
曲線３０４によって表された時間－電流特性を有する回路ブレーカの動作の時間よりも長
いことを、認識することができる。言い換えると、保護素子の時間－電流特性を、予想さ
れる負荷電流に応じてダイナミックに変えることができる。予想される負荷電流を、ＥＶ
のバッテリ充電データおよび電力システムの電流負荷条件に基づいて得ることができる。
【００２７】
　本明細書中に提示した実施形態は、説明の目的にためであり、本明細書中に提示した教
示の範囲を限定しない。例えば、図１および図２は、１つの充電ステーションおよび１つ
の制御システムだけを示す。しかしながら、複数のＥＶ、複数の制御システムおよび複数
の充電ステーションを有するシステムも想定される。さらに、電力システムは、複数の制
御システムを有することができる。前記複数の制御システムは、相互にバッテリ充電デー
タおよび負荷データを通信することができる。
【００２８】
　本発明を、単に説明の目的にためにいくつかの実施形態に関して説明してきている。別
記の特許請求の範囲の精神および範囲によってのみ限定される変更形態および代替形態を
用いて、かかる実施形態を実行することができることを、当業者は、この記載から認識す
るであろう。
【符号の説明】
【００２９】
　１００　電力システム
　１０１　ネットワークオペレーションセンタ
　１０２　発電ステーション
　１０３　給電網
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　１０４　送電線
　１０５　サブステーション
　１０６　負荷センタ
　１０８　家庭内負荷設備
　１１０　商業用負荷設備
　１１２　電気自動車（ＥＶ）
　１１４　充電ステーション
　１１６　制御システム
　１１８　保護素子
　１２０　無線通信システム
　１２２　コントローラ
　１２４　負荷センサ
　１２６　自動車トランシーバ
　１２８　センサモジュール
　１３０　ステーショントランシーバ
　１３２　充電データセンサ
　２０２　バッテリ充電データ
　２０４　負荷データ

【図１】

【図２】

【図３】
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